
文部科学省 科学技術・学術審議会 生命倫理・安全部会生殖補助医療研究専門委員会（第 25 回）  
厚生労働省 厚生科学審議会 科学技術部会ヒト胚研究に関する審査専門委員会（第 2 回） 

合同開催 
 
 
◯ 日時 平成 29 年 7 月 31 日（月）15:00～17:13 
◯ 場所 TKP 新橋カンファレンスセンター6 階 カンファレンスルーム 6G 
◯ 出席者 石原座長、市川委員、片桐委員、齋藤委員、武藤委員 
◯ 事務局 文部科学省 杉江安全対策官 

厚生労働省 北澤母子保健課長、梅木母子保健課長補佐 
◯ 議題 （1）委員会の設置及び運営等について 

   （2）ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究の審査について 
   （3）その他 

◯ 議事概要 
 委員の互選により、石原委員を合同開催時の座長とすることを決定した。 
 科学技術・学術審議会生命倫理・安全部会生殖補助医療研究専門委員会及び厚生科

学審議会科学技術部会ヒト胚研究に関する審査専門委員会を合同で開催する場合の

取扱いについて（案）について、決定した。 
 申請のあった研究計画（資料９参照）について、申請者よりヒアリングを行い、ヒ

ト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針への適合性の確認を行っ

た。 
 研究計画に対して各委員より「ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する

指針」第 3 章第 1 に規定するヒト受精胚の作成の制限について及び第 4 章第 1 の 3
に規定する研究責任者や研究実施者の要件等について指摘事項があったため、審議

を継続することとなった。 
 
 

（以上） 
 

 


